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「私共は時の記念日が
  国民の祝日になる事を
  熱望しています」

〒
３
４
０-
０
０
３
４

埼
玉
県
草
加
市
氷
川
町
２
１
２
７-

９

T
E
L 

０
４
８-
９
２
５-

３
２
２
６ 

F
A
X 

０
４
８-

９
２
８-
７
２
３
１

〒110ー0005
東京都台東区上野1ー11ー5 時計会館2F
電  話：03ー3833ー7821
FAX：03ー3833ー7823
jow-japan@globe.ocn.ne.jp

全日本時計宝飾眼鏡小売協同組合
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　一般社団法人日本メガネ協会（日メ
協、風早昭正代表理事）は、第3期社員
総会を12月16日にWeb形式で開催、
2026年度事業計画案、定款変更など
7議案を審議、原案で可決した。事業
計画では、引き続き眼科医との連携を
推進するほか、YouTube戦略を新た
に導入するなど眼鏡作製技能士啓発
活動も強化する。
　社員総会は15時、白山聡一副理事長
の司会で開会、社員総数1,199人中、出
席778人（本人出席107人、委任状出
席671人）と報告し総会が成立。続いて
風早代表理事が「日メ協は3年目の事
業期間を終え活動成果もでてきた。本

日は審議事案も多くある。慎重審議を」
とあいさつ。議長に風早代表理事を、議
事録署名人に風早代表理事、矢野博
久理事を選出、議案審議に入った。
　議案は、第1号議案＝2025年度事
業報告の件、第2号議案＝2025年度
収支決算の件(監査報告)、第3号議案
＝2026年度事業計画案の件、第4号
議案＝2026年度予算案の件、第5号
議案＝会員会費改定の件、第6号議案
＝理事の退任及び新任の件、第7号議
案＝定款変更の件、その他の件（報告
など）で、それぞれ原案で可決した。
　2025年度事業報告では、20251月に
初のプライム会員誕生、公益社団法人日

本眼科医
会（ 日 眼
医）の推奨
眼鏡店制
度 の ス
タ ー ト
（2025年5
月のテスト

ランを経て、月次2～4エリアほどの展開
拡大）などをあげた。このうち日眼医との
連携では、日眼医執行部との定例連絡
会議の継続的な開催、推奨眼鏡店制度
の実現とエリア拡大（11月現在で10道
県、2026年1月以降も6県で展開予定）、
日眼医主催「眼鏡処方講習会」への協力
など。眼鏡作製技能士啓発・PR委員会
ではインスタグラム戦略、記者ダイレクト
戦略の展開などを説明した。また大規模
災害対策用備蓄メガネ寄附受領では17
法人（25口、125万円。事業外会計。11
月末現在）の寄附があったことを報告。
　2025年度（2025年9月末現在）の
技能士会員は4,197人（1級3,660人、
2級537人。昨年同期3,801人）。小売
店会員は1,063社2,670店、賛助会員
A（企業他）は40社、賛助会員B（小売
店・個人）は32社、プライム会員は
1,733人と発表した。

　2026年度事業計画の基本計画は
次のとおり。
　①眼科医との連携の強化を更に推
進し、関係を強固なものとする＝日本
眼科医会、各県眼科医会との更なる連
携強化・イベント参加、「推奨眼鏡店制
度」の拡充
　②一般消費者に対して眼鏡作製技
能士、技能士在籍店の啓発・PR活動
を推進＝各種メディアでの露出度、啓
発・PR活動の強化、ホームページでの
情報提供・開示の強化（会員情報、メ
ガネ関連情報等）
　③会員数の拡大と会員の継続的な
レベルアップ＝会員の期待に応えられ
るリカレント教育の多様化と充実、プラ
イム会員制度の発展と会員のモチベー
ション推進
　このうち展示会、眼科医会のイベント
等の出展では、眼鏡展示会（4月の
WOF、5月のEGF、10月の新展示会、
11月のIMF）への積極参加、眼科医会
によるイベントや、さばえめがねフェスへ
の参加などを計画。眼鏡作製技能士啓
発・PR委員会では、Googleディスプレ
イ広告でのユーザーへの直接訴求、
YouTube戦略の新規導入（YouTube
を活用した店舗訴求活動の支援）。リカ

レント教育支援委員会では、セミあー内
容のテーマ、コンテンツの深化、眼鏡公
正取引協議委員会では眼鏡公正取引
競争規約（施行規則含む）の小冊子の
作成の検討と配布の実現など。
　技能士会員・小売店会員の会費改定
では、経費の高騰が経費削減策では吸
収できなくなっていることから会費改定
を提案。小売店会員は5千円から6千円
（20％増）に、技能士会員は7千円から8
千円（14.3％増）に、賛助会員は法人団
体1口5万円を6万円（20％増）、個人会
員1口5千円を6千円（20％増）に増額す
るとし承認された。適用開始時期は
2027年1月1日より（2026年10月～12
月更新時より）。定款変更は、事業合理
化のために事務所を2026年3月に東京
眼鏡専門学校（東京都新宿区）2階に
移転予定のための変更。
　出席社員からの質問では、鞠子潔氏
（東京・中野区、マリコ眼鏡店）ら1級眼
鏡作製技能士有志60余名による意見
書（「日本眼科医会 推奨眼鏡店制度」
に関する意見書）について回答が求め
られた。
　同意見書では、推奨眼鏡店制度に
ついて、1級眼鏡作製技能士の社会的
価値が損なわれるおそれ、また制度の

趣旨である眼科医との連携に疑問が
残ることから、①推奨眼鏡店申請条件
を「1級眼鏡作製技能士が在籍する店
舗」に限定すること②通信販売の禁
止、を求めている。提出者の一人である
鈴木健司氏は「意見書だが、これは抗
議文でもある。眼鏡作製技能士の意見
を聞く場を設けてほしい。このままでは
日メ協と眼鏡作製技能士のベクトルが
ずれ、日メ協の求心力も衰えるのでは
ないか。近々に改善策を」と訴えた。風
早代表理事は「文書でも回答したが、
引き続き検討する」と回答した。
　役員の退任・新任は次のとおり（以
下、敬称略）。
　▽理事の退任　近藤克己（㈱ニデッ
ク常務取締役）、能勢仁（協同組合
オールジャパンメガネチェーン前理事
長）、吉田誠（㈱和真前専務執行役員）
　▽理事の新任　稲吉健一（㈱ニ
デック常務取締役事業戦略本部本部
長）、黒澤昌寿（協同組合オールジャパ
ンメガネチェーン理事長）
　社員総会は16時50分、小林成年副
理事長の「本日いただいた活発な意見
をしっかりと受け止め、進めていきた
い」とあいさつ、閉会した。
　　　 （7議案を審議した日メ協総会)

YouTube戦略導入 啓発活動を強化

1級技能士有志60余名の意見書に回答も
日本メガネ協会第3期社員総会

　現在、厚生労働省の分科会
において、労働基準法の改正
が審議されております。
　確定ではありませんが、改
正が2026年になるのではな
いかと言われており、実施され
ると40年振りの大改正となる
かも知れません。

●主なポイント
1.　連続勤務の上限規制
　現行は、原則の法定休日は
週1日ですが、変形休日制(4
週4日以上)でも良い為に、最
大で48日の連続勤務が可能
です。

　これを2週2休とする
等、13日を超える連続勤
務をさせてはならないとす
ることが検討されていま
す。

2.　法定休日の特定
　現行は毎週少なくとも1日
の法定休日が義務付けられて
いますが、割増賃金が異なる
所定休日と分かり辛いため、
法定休日の特定の義務付け
が提言されています。

3.　勤務間インターバル制度
の義務化

　前日の終業から次の日の始
業まで一定期間の休息を確
保する勤務間インターバル制
度について、現在努力義務の
ところ、11時間の義務化へ検
討が行われています。

4.　年休取得時の賃金算定
における通常賃金方式の原

則化
　現行は平均賃金、通常の賃
金、標準報酬日額のいずれか
で年休取得時の賃金を計算
できるところ、有利・不利が生
じてしまう為、通常の賃金方
式の原則化が提言されまし
た。

5.　労働時間の通算ルー
ルの見直し
　現行は副業・兼業を行っ
ている人は、各雇用先の労
働時間を通算して、割増賃
金を計算することになって
いますが、通算せずに割増

賃金を計算する方向で議論
が進められています。

6.　法定労働時間週44時間
の特例廃止
　現行は常時10人未満の従
業員を雇用している特定業種
の事業場は、法定労働時間週
44時間とできているところ、廃

止の方向で議論が進められて
います。

　その他、つながらない権利
に関するガイドラインなども、
検討されています。

　※詳しくお知りになりたいと
思われた方は、是非、とよだ社
労士オフィスへお問合せくだ
さい。

代表：豊田雄介 東京都台
東区台東1－38－9イトー
ピア清洲橋通ビル５F
TEL:03-6327-2470

40年振りの大改正⁉
2026年 労働基準法
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